
２０１６年４月、障害者差別解消法（障害を理
由とする差別の解消の推進に関する法律）が施行
されました。まだ十分知られていない法律ですが、
障害者や関係者が長年求めてきてようやく成立し
た法律です。この法律では、障害を理由にした差
別的取り扱いと合理的配慮をしないことを差別と
して禁止しています。
私は脳性マヒの障害をもって生まれ、子どもの
時から歩くことができませんでした。小学校を養
護学校（現在の特別支援学校）、障害児施設で過ご
した後、中学校から地域の学校に行きました。例
外的に入学が認められたのですが、入学に当たっ
ては、「階段の手すりなどの設備は求めない。先生
や友達の手を借りない」との約束を求められまし
た。「もし何かあったら…」という理由で、修学旅
行は連れていってもらえず、誰もいない教室で一
人自習を強いられたことも忘れられません（前者
が合理的配慮の拒否、後者が差別的取り扱いとい
うことになります）。
２１世紀になっても、同じようなことが続いて
います。学校以外にも、例えば、補助犬ユーザー
がレストランやホテルの利用を断られることも後
を絶ちません。こうした現実があるからこそ、差
別解消法が求められたのです。
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差別解消法の第１条・目的には、「障害の有無に
よって分け隔てられない共生社会の実現」が掲げ
られています。これは、日本も２０１４年に批准
した国連・障害者権利条約が指し示すインクルー
シブな社会 注1 （誰も排除したり、されたりしない
社会）をふまえたものです。そうした画期的な法
律として大きな期待がかけられていたのです。
ところが、同法が施行されて間もない２０１６

年７月２６日、神奈川県・相模原市の障害者入所
施設で１９人の命が奪われ、２７人が大怪我を負
わされる事件が起こりました。取り調べで容疑者
は、｢障害者は社会からいなくなればいい」と述べ
たと伝えられています。権利条約や差別解消法が
目指すインクルーシブな社会とは真逆の、障害者
を排除しようとした事件でした。
障害者を「生きるに値しない命」とする優生思

想がその根底にあります。優生思想は、ナチス政
権下のドイツで「Ｔ４作戦」 注2（価値なき生命の抹
殺作戦）の名の下、２０万人を超える障害者が虐
殺されたことで知られています。日本では、｢優生
上の見地から不良な子孫の出生を防止する」こと
を目的に掲げた優生保護法が１９９６年まで続き
ました。１６，０００人以上の障害者が不妊手術等
を強いられ、いまだにその被害への謝罪・補償は
なされていません。
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容疑者が犯行計画として衆議院議長に当てた手
紙には、「車イスに一生縛られている気の毒な利用
者」などと記されていて、とても貧弱な障害者観が、
その鋭利な優生思想の裾野に広がっていることが
分かります。彼の人生の中で、障害者との具体的
な出会いの機会はどうだったのか、とても気にか
かります。
「具体的な出会い」の大切さに関して紹介したい
ことがあります。事件から半年後、学校の先生を
対象にした研修会に講師として登壇しました。講
演終了後、舞台に近づいて来られた人から、「やあ、
尾上君！」と声をかけられました。なんと、私が通っ
た中学校の同級生だったのです。教師になった友
人との４５年ぶりの再会でした。彼は、｢担任して
いた教え子が事故にあって重度障害者になった。
学校でどう受け入れるか議論になった。中学校の
時に同じクラスに尾上君がいたことを覚えていた
から、彼の復学に向けて頑張った」というエピソー
ドを語ってくれました。さらに、その教え子は、
今は障害者運動に関わっているとのことでした。
巡り合わせのようなものを感じずにはおれません。
事件の衝撃がいまだ癒えない中、救われるような
出来事でした。
小さな時からともに学び育ち、ともに暮らす、
その中で障害のある者とない者の具体的な出会い
を作り出していくこと、そのことが今回のような
事件の再発を防止することにつながっていくので
はないでしょうか。

障害者排除を狙った事件に屈することなく、全
ての命と尊厳が尊重されるインクルーシブな社会
づくりを進めていくことが求められています。
そのことは、「自分より弱い、劣っている」と見

做した者に対するヘイトスピーチやヘイトクライ
ムが引き起こされる社会状況の中で、より一層重
要な意味があります。今、「いつか自分も社会から
不要とされるのではないか」との不安が広がって
います。芥川龍之介が『蜘蛛の糸』で描いた地獄、「他
者を蹴落とすことで生き残ろうとする社会」を、
その底が抜けるまで続けていくのか、そうではな
く誰もが取り残されることのない社会に編み直し
ていくのか－そうした社会全体の行方と重ね合わ
せて広く考えていってほしいと思います。

注１  インクルーシブな社会　
どのような人も孤立したり、排除されたりしないよ
う援護し、社会の構成員として包み、支えあう社会。

注２  「Ｔ４作戦」
1939年10月～1941年8月。ユダヤ人虐殺の前に、
20万人を超える障害のあるドイツ人が殺害された。
優生学思想に基づいて行われた安楽死政策。
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